
内
閣
衆
質
一
六
一
第
一
七
号

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
基
地
に
出
入
り
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ー
ス
タ
ク
シ
ー
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
受
領

答

弁

第

一

七

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
基
地
に
出
入
り
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ー
ス
タ
ク
シ
ー
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
一
般

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
に
定
め
る
、
合

衆
国
の
軍
当
局
が
公
認
し
、
か
つ
、
規
制
す
る
歳
出
外
資
金
に
よ
る
諸
機
関
（
以
下
「
歳
出
外
資
金
諸
機
関
」
と
い
う
。
）

と
契
約
し
、
契
約
に
基
づ
く
営
業
料
を
払
っ
た
上
で
、
日
米
地
位
協
定
第
二
条
�
に
い
う
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
施
設
及

び
区
域
」
と
い
う
。
）
内
で
有
償
で
旅
客
を
運
送
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘

の
「
入
域
料
」
と
は
、
こ
の
営
業
料
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

日
米
地
位
協
定
第
十
五
条
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
施
設

及
び
区
域
内
に
お
い
て
歳
出
外
資
金
諸
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
独
立
採
算
制

一



に
よ
る
運
営
を
前
提
と
し
て
い
る
歳
出
外
資
金
諸
機
関
が
我
が
国
の
事
業
者
等
と
契
約
し
、
契
約
の
相
手
方
か
ら
契
約
に
基

づ
く
金
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
日
米
地
位
協
定
上
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

歳
出
外
資
金
諸
機
関
が
得
る
御
指
摘
の
収
入
に
つ
い
て
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所

得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
お
い
て
特
段
の
規
定
は
置
か
れ
て
お
ら

ず
、
同
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
収
入
に
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
五
条

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
租
税
は
課
さ
れ
な
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
歳
出
外
資
金
諸
機
関
に
よ
る
営
業
料
の
徴
収
は
、
日
米
地
位
協
定
上
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
独
立
採
算
制
に
よ
る
運
営
を
前
提
と
し
て
い
る
歳
出
外
資
金
諸
機
関
が
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
者
と
の
間
で
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
い
か
な
る
契
約
を
締
結
す
る
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
関
与
す
べ
き
立
場
に
な

い
。

二


